
「知」の世紀をリードする大学改革の加速「知」の世紀をリードする大学改革の加速

●　非公務員型法人化による民間的経営手法の導入，競争的環
　　境の醸成，能力主義の徹底［Ｈ16.4～］
○　再編・統合によるパワーアップ［H14.10～］
○　役員兼業承認権限の学長への委任，兼職・兼業に関し弾力的
　勤務（例えば週２０時間など）の活用，公募制・任期制の推進等

◎　大学の設置認可の抜本的改善（一定の認可事項の届出化，
　　設置抑制方針の撤廃など）［H15.4～］
◎　新たな第三者評価制度の導入［H15.4～］
○　厳格な成績評価の徹底による学生の質の保証

国立大学の構造改革国立大学の構造改革

日本の大学の質の向上日本の大学の質の向上

人材育成の抜本的強化人材育成の抜本的強化
◎　法科大学院などの専門職大学院（プロフェッショナル・スクール）
　　制度の創設［Ｈ15.4～，法科大学院の開校はH16.4～］
○　大学における社会人の再教育機能の強化
○　優れた研究教育拠点形成のための重点的支援
　　（２１世紀ＣＯＥプログラム，特色ある大学教育支援プログラム）

◎＝臨時国会に関係法案を提出予定
●＝次期通常国会に関係法案を提出予定
○＝すでに着手，今後さらに推進・拡充予定

人間力戦略の抜本的強化人間力戦略の抜本的強化

～国立大学の非公務員型法人への早期移行，規制改革への対応など～～国立大学の非公務員型法人への早期移行，規制改革への対応など～
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